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１．事業スキームの違い 2

民間資金を使わないため融資契約なし。金融機関の監視なし。

事業契約 ⇔ 設計、工事、運営を各々契約

ＤＢＯ方式等では、民間資金を活用しないため、ＰＦＩ法は適用
されないが、客観性・公平性・透明性を確保するため、手続はＰ
ＦＩ事業に準じて行う予定

ＰＦＩとの大きな相違 契約形態の違い

出典：内閣府

出典：内閣府



２．ＤＢＯ方式（Design Build Operate）
3

国・地方公共団体等

設計 ⇒ 建設 ⇒ 運営

ＤＢＯ方式の事業スキーム

選定事業者
（ＳＰＣ）

資金調達に係る契約
金融機関による監視
市と金融機関の契約 なし

設計
会社

建設
会社

管理運営
会社

提案グループ
ＳＰＣ構成企業

利用者
サービス

利用料金

委託料、モニタリング

設立

指定/
委託

ＰＦＩより
簡略

設計委託

工事契約

JV／単独



３．ＤＢ（Design Build）＋指定管理 4

国・地方公共団体等

設計 ⇒ 建設 ⇒ 運営

ＤＢ＋指定管理の事業スキーム

設計
会社

建設
会社

管理運営
会社

提案グループ協
⇔
定

利用者
サービス

利用料金

委託料、モニタリング指定
設計委託

工事契約 管理運営
会社

ＳＰＣを設置しない
事務手続等の簡素化
事業規模が小さい

ＤＢＯより
もっと簡略

JV／単独



４．各手法の比較 5

手続等 ＰＦＩ事業 ＤＢＯ方式 ＤＢ＋指定管理

民間資金の活用 〇（PFI法） × ×

実施方針策定の見通しの公表 〇（15条） × ×

アドバイザリー契約 〇 〇 ×

実施方針 〇（５条） 〇 ×

特定事業の選定 〇（７条） 〇 ×

事業者の選定（公募等）
募集要項、要求水準、
審査基準、契約書 等

〇（８条） 〇 〇

事業契約 〇（８条） × ×

委任・請負契約 × 〇 〇

指定管理者制度
※公の施設の場合

〇 〇 〇

財政の平準化 〇 × ×

〇必要（該当） ×不要（非該当）
「等」

黄色いセル：審査委員会審議事項



← 委員会開催時期・回数

５．ＤＢＯの場合の開催スケジュール 6

１ ２ 回３

出典：内閣府

アドバイザー
選定

非公開
非公開 公開

設計・工事請
負契約
※１億５千万
以上は議決が
必要

ＰＦＩと同程度

４ ７８５６



← 委員会開催時期・回数

６．ＤＢ＋指定管理の場合の開催スケジュール 7

１ ２ ４ 回３

出典：内閣府

非公開公開
基本的に不要

設計・工事請
負契約
※１億５千万
以上は議決が
必要

公募前（条件整理） 事業者の選定

５


